
入札参加資格審査申請書変更届 提出書類一覧表 
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本 社                 

又 は               

本 店 

商 号 又 は 名 称 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

代 表 者 役 職 ･ 氏 名 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

住 所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

電 話 ・ Ｆ Ａ Ｘ ○       

支 店    

又 は  

営業所等       

(受任者) 

商 号 又 は 名 称 ○     ○  

代 表 者 役 職 ･ 氏 名 ○     ○  

住 所 ○ ○    ○  

電 話 ・ Ｆ Ａ Ｘ ○       

許 認 可 証 明 書 等 ○      ○ 

実 印 ○   ○ ○ ○  

使 用 印 ○    ○ ○  

 
⑴ 変更事項に応じて、上記○印のついた書類を提出してください。（郵送可） 
※ 登記簿謄本（住民票）・印鑑証明書・許認可証明書等は複写可。 
※ 登記簿謄本（住民票）・印鑑証明書は申請日の３か月以内の日付のもの。 

⑵ 変更届・使用印鑑届・委任状は、登録されている区分（①工事、②コンサル 
タント、③委託・物品・印刷の最大３件）の数だけご提出ください。その場合、 
１部を原本とし、残りは複写で可とします。なお、その他の添付書類（登記簿 
謄本(住民票)･印鑑証明書）は１部で結構です。 

⑶ 許認可証明書等について、寝屋川市に変更届を提出する際に最新のものがな 
い場合は、最新の許認可証明書等が出来次第、追送してください。 
※ その場合、変更届提出時は、許認可について変更手続きを行っていること 
を示す書類（複写可）を提出してください。 

⑷ 変更後の代表者氏名等に外字を使用される場合は、外字使用届を併せて提出 
してください。 

⑸ 合併・分割・事業譲渡等については、契約課に問合せてください。 
⑹ 希望業種の変更・追加・削除について 
＜変更・追加＞ 
【工事、コンサルタント】 
変更・追加、順位の変更はできません。次回の入札参加資格審査申請時に

再申請してください。 
【委託・物品・印刷】 
「入札参加資格審査申請書(登録業種)変更届」を提出してください。 
（毎月 20 日必着、翌月１日から適用） 

※ 定期受付（４年に１度の登録更新）の審査期間中は希望業種の変更・追  
加はできません。 

＜削除＞ 
「入札参加資格審査申請書変更届」の「その他」欄に削除されたい登録業種 

を記載の上、提出してください。なお、削除による順位の繰り上げは行いません。 

登記のとき 


